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所
得
税
の
確
定
申
告

町
県
民
税
申
告
相
談
は
3
月
17
日
ま
で
に

平
成
19
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告
と
納
税
及
び
、
平
成
20
年
度
町
県
民
税
申
告
相

談
は
、
3
月
17
日
ま
で
で
す
。

必
ず
期
限
内
に
す
ま
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
所
得
税
の
申
告
は
、
申
告
す

る
皆
さ
ん
が
自
ら
税
法
に
基
づ
い
て
税
額
を
正
し
く
申
告
・
納
付
す
る
と
い
う
「
申

告
納
税
制
度
」
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
が
、
期
限
内
に
申
告
し
な
か
っ
た
り
誤
っ

た
申
告
を
す
る
と
、
後
で
不
足
分
の
税
金
を
納
め
る
だ
け
で
な
く
、
無
申
告
加
算
税

や
過
少
申
告
加
算
税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
税
務
課
　
住
民
税
係
　
1
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９
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２
２

宇
都
宮
税
務
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０
２
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（
６
２
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５
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●
会
　
　
場
＝

上
三
川
町
役
場
　
3
階
大
会
議
室

●
受
付
時
間
＝

午
前
の
部
…
午
前
8
時
45
分
〜
11
時

午
後
の
部
…
午
後
1
時
〜
4
時

【
延
納
制
度
が
あ
り
ま
す
】

確
定
申
告
を
し
て
納
め
る
こ
と
に
な

っ
た
所
得
税
を
一
度
に
納
め
ら
れ
な
い

時
な
ど
に
は
、
税
額
の
2
分
の
1
以
上

を
3
月
17
日
ま
で
に
納
め
、
残
り
の
税

額
を
6
月
2
日
ま
で
に
納
め
る
「
延
納

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
延
納

期
間
中
は
、
利
子
税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

【
振
替
納
税
制
度
の
ご
利
用
を
】

所
得
税
の
納
税
方
法
に
、
口
座
振
替

に
よ
る
納
税
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、
納
税
の
た
め

の
手
数
が
少
な
く
て
済
み
、
ま
た
、
う

っ
か
り
納
期
限
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と

も
な
く
、
大
変
便
利
で
す
。

新
た
に
振
替
納
税
を
希
望
さ
れ
る
人

は
、
預
貯
金
先
の
金
融
機
関
か
宇
都
宮

税
務
署
へ
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

乗
ら
な
い
軽
自
動
車
の
廃
車
届
は
3
月
末
日
ま
で
に

軽
自
動
車
税
は
、
4
月
1
日
現
在
の
所
有
者
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
現
在
使

用
し
て
い
な
い
軽
四
輪
、
バ
イ
ク
、
農
耕
車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、
3
月
末

日
ま
で
に
廃
車
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
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務
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住
民
税
係
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▼
県
ナ
ン
バ
ー
＝
軽
四
輪
車
は
栃
木
県

軽
自
動
車
協
会

（
1
０
２
８
ー
６
４
５
ー
５
１
６
１
）、

自
動
二
輪
車
は
関
東
運
輸
局
栃
木
運

輸
支
局
（
1
０
５
０
ー
５
５
４
０
ー

２
０
１
９
）
で
。

▼
町
ナ
ン
バ
ー
＝
原
動
機
付
自
転
車
及

び
125
㏄
以
下
の
自
動
二
輪
車
、
ミ
ニ

カ
ー
、
テ
ー
ラ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
、

コ
ン
バ
イ
ン
、
小
型
特
殊
自
動
車
は
、

役
場
住
民
生
活
課
窓
口
で
。

▼
手
続
き
の
方
法
＝
町
ナ
ン
バ
ー
車
は
、

廃
車
し
た
い
車
両
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ

ー
ト
と
印
か
ん
を
持
っ
て
、
住
民
生

活
課
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
業
者
な
ど
に
頼
ん
で
廃
車
し
た
場
合

は
、
手
続
き
が
済
ん
で
い
る
か
ど
う

か
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
3
月
末

日
ま
で
に
完
了
し
て
い
な
い
と
、
来

年
度
も
課
税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
住

所
、
氏
名
が
変
わ
っ
た
場
合
も
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。



●
納
付
方
法

コ
ン
ビ
ニ
専
用
の
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
た
納
付
書

を
レ
ジ
カ
ウ
ン
タ
ー
に
お
持
ち
い
た
だ
き
、
現
金
に
て
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

取
り
扱
い
コ
ン
ビ
ニ
店

エ
ー
エ
ム
・
ピ
ー
エ
ム
、
エ
ブ
リ
ワ
ン
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店
、

く
ら
し
ハ
ウ
ス
、
コ
コ
ス
ト
ア
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ト

ア
、
サ
ー
ク
ル
Ｋ
、
サ
ン
ク
ス
、
ス
パ
ー
北
海
道
、
ス
リ

ー
エ
イ
ト
、
ス
リ
ー
エ
フ
、
生
活
彩
家
、
セ
イ
コ
ー
マ
ー

ト
、
セ
ー
ブ
オ
ン
、
セ
ブ
ン-

イ
レ
ブ
ン
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ

ザ
キ
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

ポ
プ
ラ
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、

ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア

ー
、
ロ
ー
ソ
ン

※
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ

た
納
付
書
で
も
、
従
来
ど

お
り
次
の
金
融
機
関
等
で

お
取
り
扱
い
し
て
い
ま
す
。
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平平
成成
2200
年年
度度
かか
らら
軽軽
自自
動動
車車
税税
のの
納納
付付
方方
法法
がが
変変
わわ
りり
まま
すす

平
成
20
年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
が
こ
れ
ま
で
の
金
融

機
関
等
窓
口
に
加
え
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
以

下
「
コ
ン
ビ
ニ
」
と
い
う
。）
で
も
納
付
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
金
融
機
関
の
窓
口
終
了
後
も
、
全
国

の
コ
ン
ビ
ニ
（
営
業
時
間
内
で
あ
れ
ば
土
日
や
夜
間
等

も
可
）
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
取
り
扱
い
コ

ン
ビ
ニ
店
は
次
の
と
お
り
で
す
。）

こ
の
た
め
、
納
付
書
の
様
式
や
納
付
方
法
が
変
わ
り

ま
す
。

金
融
機
関

・
上
三
川
町
役
場
出
納
室

・
足
利
銀
行
本
店
、
支
店
及
び
出
張
所

・
宇
都
宮
農
業
協
同
組
合
本
所
、
支
所
及
び
出
張
所

・
栃
木
銀
行
本
店
、
支
店
及
び
出
張
所

・
足
利
小
山
信
用
金
庫
本
店
、
支
店
及
び
出
張
所

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

税
務
課
　
納
税
係
　
1
%6
９
１
２
１

●
ご
注
意
く
だ
さ
い

①
以
下
の
納
付
書
で
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
金
融
機
関
等
の
窓
口
に
て
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

・
バ
ー
コ
ー
ド
が
な
い
又
は
バ
ー
コ
ー
ド
が
読
み
取
れ

な
い
も
の

・
納
期
限
が
過
ぎ
た
も
の

・
金
額
が
訂
正
さ
れ
た
も
の

②
コ
ン
ビ
ニ
で
は
納
税
通
知

書
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

③
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
い
た
だ

い
た
場
合
、
町
で
納
税
の

納
付
の
確
認
が
で
き
る
ま

で
1
か
ら
2
週
間
程
度
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
後
1
か

ら
2
週
間
以
内
に
、
紛
失

な
ど
に
よ
り
納
税
証
明
書
の
申
請
を
さ
れ
る
場
合
に

は
、
領
収
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

町
税
等
の
納
付
は

簡
単
便
利
な
口
座
振
替
で

ら
く
ら
く
　
そ
の
１

納
税
の
た
め
に
金
融
機
関
へ
出
向
く
必
要
が
な
い

ら
く
ら
く
　
そ
の
２

現
金
を
持
た
ず
に
納
税
で
き
る
の
で
安
心
で
す

ら
く
ら
く
　
そ
の
３

納
税
の
記
録
が
通
帳
等
に
残
り
ま
す

●
手
続
き
は
簡
単
で
す

口
座
振
替
は
、
役
場
や
金
融
機
関
へ
お
出
か
け
に

な
る
手
間
や
納
め
忘
れ
を
解
消
し
ま
す
。

手
続
き
は
、
役
場
税
務
課
又
は
あ
な
た
の
預
貯
金

口
座
の
あ
る
金
融
機
関
及
び
郵
便
局
窓
口
で
、
預
金

通
帳
と
届
出
印
か
ん
を
お
持
ち
の
上
、
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
一
度
申
し
込
み
さ
れ
ま
す
と
、
廃
止
届
、

変
更
届
が
出
さ
れ
る
ま
で
毎
年
継
続
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
引
き
落
と
し
は
、
申
し
込
み
月
の
翌
月
に

納
期
が
来
る
税
目
等
か
ら
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
振
替
で
き
る
町
税
等

町
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
・
軽
自
動

車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料

▼
取
扱
金
融
機
関

・
上
三
川
町
役
場
出
納
室

・
足
利
銀
行
本
店
、
支
店
及
び
出
張
所

・
宇
都
宮
農
業
協
同
組
合
本
所
、
支
所
及
び
出
張
所

・
栃
木
銀
行
本
店
、
支
店
及
び
出
張
所

・
足
利
小
山
信
用
金
庫
本
店
、
支
店
及
び
出
張
所

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
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１


